
 

 

 

 樹木数 

※2 

内訳 

伐採 その他 ※3 

危険木数（Ａ＋Ｂの合計）※1 696 本 382 本 314 本 

 早急に対応が必要…Ａ 369 本 146 本 223 本 

 今後の対応が必要…Ｂ 344 本 236 本 108 本 

※1 本調査における「危険木」とは、「木枯れや傾斜等により、倒木や枝折れ等が発生するリスクのあ

る木」のことを指します。 

 ※2 1 本の樹木において、早急に対応が必要（Ａ）と今後の対応が必要（Ｂ）、両方の処置に該当して

いる樹木もあることから、ＡとＢの合計は一致していません。 

 ※3 「その他」は、枯れ枝の剪定や樹高の短縮など、伐採以外の処置を要するものです。 

 

 

 


